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 福知山公立大学２０１９大学案内制作業務に係る委託契約について、公募型プロポー

ザルにより、受託事業者を募集する。 

 

  平成２９年７月２７日 

 

公立大学法人福知山公立大学 

理事長 井口 和起 

１ 業務概要 

（１）業務名    福知山公立大学２０１９大学案内制作業務 

（２）業務内容  別に定める「福知山公立大学２０１９大学案内制作業務仕様書

（以下「仕様書」という。）」のとおり 

（３）委託期間   契約締結日から平成３０年５月１８日（金）まで 

原則２年間制作業務を委託するが、契約は各年で締結することと

し、各年毎に契約の見直しを行う。 

（４）見積上限額  ４，５００千円（消費税を含む。）  

 

２ 参加資格要件 

（１）参加資格要件 

本プロポーザルに参加を希望する者（以下「参加希望者」という。）は、次に掲

げる要件を全て満たす者であること。 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

しないこと。 

イ 福知山市指名競争入札参加者指名停止取扱要綱(平成１５年福知山市告示第１

３７号)に定める指名停止基準その他国等契約実施機関が定める指名停止基準に

基づく指名停止の措置期間中の者でないこと。 

ウ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされていないこと（更生手続開始の決定を受けた者を除く。）。 

エ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされていないこと（再生手続開始の決定を受けた者を除く。）。 

オ 福知山市及び本店所在地において市町村民税（特別区にあっては、都民税）

の滞納がないこと。 

カ 過去５年間において、日本国内の大学での大学案内（学部案内や各項目等の

みの案内ではなく、総合案内に限る）の制作（原稿の企画立案、取材、撮影、



デザイン、構成、編集及び印刷製本までを一貫して行うものに限る。）」につ

いて、元請として受託した実績があること。 

（２）参加資格の基準日 

  参加資格の基準日は、参加申込書の提出日とする。ただし、参加資格の確認後か

ら受託予定事業者の決定日までの間に参加資格に関する要件を欠く事態が生じた場

合は、失格とする。 

 

３ 参加手続等 

参加希望者は、実施要領に基づき参加申込書及び資料を提出しなければならない。  

（１）提出期限  平成２９年８月１０日(木) 午後５時必着 

（２）提出方法  持参または郵送によること 

（３）提出先   担当部署に同じ 

（４）提出書類  実施要領に記載 

 

４ 参加資格審査 

参加申込書等の提出資料に基づき、参加資格要件の審査を行う。 

参加資格審査結果は、各応募者へ参加資格審査結果通知書を、ファックス又はメール

で通知する。あわせて、参加資格要件を満たしている者には、企画提案書等の提出を

要請する。 

 

５ 質疑 

本プロポーザルに関して質問がある場合は、質疑書を提出すること。  

（１）提出期限  平成２９年８月１０日（木）午後５時必着  

（２）提出方法  メール 

（３）提出先   担当部署に同じ 

（４）提出書類  質疑書（様式５）  

（５）回答    平成２９年８月２５日（金）までに参加希望者全員にファックス 

又はメールで通知する。 

 

６ 企画提案書等の提出 

企画提案書等の提出を要請された者（以下「企画提案者」という。）は、仕様書によ

り企画提案書等を作成し、提出するものとする。 

（１）提出期限  平成２９年８月３１日（木）午後５時必着 

（２）提出方法  持参又は郵送によること 

（３）提出先   担当部署に同じ 

（４）提出書類  実施要領に記載 



 

７ 審査方法 

企画提案の審査、評価及び受託予定事業者の選定を行うため、本学が設置する審査

会において、企画提案者からのプレゼンテーションを行い、審査及び評価を行う。最

も高い評価値を得た事業者を受託予定事業者として選定する。なお、応募者多数の場

合は、担当部署でプレゼンテーション参加への審査を行う場合がある。 

 

８ プレゼンテーションの実施日時 

企画提案書等の提出要請時に通知する。 

 

９ 審査結果の通知 

審査結果については、全企画提案者に対し文書で通知するものとする。 

 

10 契約方法等  

（１） 受託予定事業者と本学で随意契約を締結する。  

（２） 契約を締結する場合において、受託事業予定者は契約締結日までに契約金額の

１００分の１０以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、公立大学

法人福知山公立大学契約事務規程第２６条第 1 項各号のいずれかに該当する場

合は、全部又は一部を免除する。 

（３） 受託予定事業者が正当な理由なく契約を締結しないときは、その選定結果を取

り消すとともに、次順位の者を受託予定事業者として選定し、随意契約を締結す

る。 

（４） 受託予定事業者との協議が整わなかったときは、その選定結果を取り消すとと

もに、次順位の者を受託予定事業者として選定し、随意契約を締結する。 

 

11 その他 

（１） 各様式はホームページからダウンロードすること。 

（２） 企画提案書等及び契約手続き等において使用する言語及び通貨は、それぞれ日

本語及び日本国通貨とする。 

（３） 提出書類の作成及び提出に要する費用は、参加希望者及び企画提案者の負担と

する。 

（４） 提出書類は返却しない。 

（５） 提出書類の提出期限後における差替え及び再提出は認めない。 

（６） 提出書類に虚偽の記載をした場合、その他不正行為をした場合は失格にする。 

（７） 参加申込書の提出後に辞退する場合は、辞退届（様式任意）を担当部署に提出

すること。 



 

12 担当部署 

〒６２０－０８８６ 京都府福知山市字堀３３７０番地 

公立大学法人福知山公立大学 総務企画・財務グループ（担当：竹元） 

電 話：０７７３－２４－７１００ 

ファックス：０７７３－２４－７１７０ 

メール：general■fukuchiyama.ac.jp （※■は@と読み替えること） 

 


